
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年４月２１日  製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

射撃ゲーム機（射撃ゲーム機器） 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本ゲーム機は、ディスプレイ（ブラウン管又は液晶）画面上の標的を電子銃にて

撃つゲーム機である。 

 標  準  型：ブラウン管式ディスプレイ画面のもの 

 デラックス型：液晶ディスプレイ画面のもの 

 

○構造、仕様、意匠 

 電子銃の引き金部にはＤＣ２４Ｖで動作するソレノイドが組み込まれており、

撃った際の衝撃が手に伝わる構造である。 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、消費電力未定 

 

○主な使用者、販売先 

娯楽場、ゲームセンター等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 標準型は、特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「電子応用遊戯

器具」として取り扱う。 

 デラックス型は、電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 標準型は、ブラウン管式ディスプレイ画面を有する電子式ゲームであることか

ら、「電子応用遊戯器具」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 デラックス型は、液晶ディスプレイ画面を有するものであり、電子銃の引き金

部にソレノイドが組み込まれており、撃った際の衝撃感を楽しむ機能を有してい

るが、ゲーム機能に電動力を用いていないので、「電気遊戯盤」に該当しないこ

とから、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 


